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第3次八戸市男女共同参画基本計画 H24年度進捗状況への 

事前質問等に対する回答票 

○全体 

●意 見 等 

№ 回 答 担当課 

1 
【全体】 

・担当課を記載することとしたい。 
市民連携推進課 

2 

【全体】 

①  事業の中には、数値化できないものもあるが、できるだけ参考となる数値を

示してもらうよう、次回から対応したい。 

②  できるだけ経年変化がみられるように各課へ依頼していきたい。 

市民連携推進課 

 

○施策の基本方向Ⅰ 男女共同参画に向けた意識づくり 

●質 問 

№ 回 答 担当課 

3 

【Ｐ１】 (1)男女共同参画の視点に立った意識の改革／注目指標 

・H14年度とH22年度に実施した「八戸市民の男女共同参画に関する意識調査」に基づ

く数値となっている。(対象者はH14年度、H22年度のどちらも無作為に抽出した20

歳以上の市民3,000人を対象に実施) 

市民連携推進課 

4 
【Ｐ１】 №2 広報紙、市ホームページ等を活用した広報・啓発活動 

・ご指摘のとおり、（予定）は削除することとしたい。 
市民連携推進課 

5 

【Ｐ３】 №7 男女共同参画事業の推進状況の公表 

・事業No.2とNo.7にある「はちのへプラン2006推進状況報告書の公表」は同じもので

ある。推進状況をお知らせすることも広報活動の一つと考えているものである。 

市民連携推進課 

6 

【Ｐ３】 №8 男女共同参画にかかわる状況の調査 

・事業所に対しての意識調査については、前回は基本計画を策定するための基礎資料

とする時期に行っている。次回の事業所および全市的な市民への調査の時期につい

て未定だが、これまで調査の時期を定めていなかったことから、定期化を含めて検

討したい。 

市民連携推進課 

 

●意 見 
№ 回 答 担当課 

7 

【Ｐ３】 №8 男女共同参画にかかわる状況の調査 

・これまでは各年代を網羅したアンケートを実施してきており、特定の年代に限

定した調査は実施していない。若者のみを対象としたアンケート実施について

は、その内容と活用の可能性について検討してみたい。 

 

市民連携推進課 

8 

【Ｐ３】 №9 苦情処理委員会の設置 

・苦情処理委員会は、男女共同参画に関する個々人の問題 (例えばセクハラなどの相

談)等に対応するものではなく、八戸市が行っている事業に、男女共同参画に反する

内容があると考えられた場合(例えば、市が作成したポスターが固定的な性別役割分

担を意識させるようなものだったなど)の苦情に対応するための組織であり、その職

務は、苦情が発生した後、その内容について調査し、その結果、必要と認める場合、

市長に是正措置をとるよう意見を述べるというものである。よって、苦情処理委員

会自体の周知は必要がないと考えている。 

 

 

市民連携推進課 

資料 3 
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9 

【Ｐ５】 №12 教職員に対する啓発講座 

・小学校長会や中学校長会などを通じて参加をお願いしているところですが、教育セ

ンターや教育委員会との共催やテーマ設定など検討し、参加率向上に努めたい。 

市民連携推進課 

10 

【Ｐ５】 №13 教育関係者への啓発パンフレットの作成 

・今年度のパンフレットの配布は、２月頃を予定している。 

・今後、教職員向けの教育関係者等研修会に合わせたパンフレットの配付が可能か検

討してまいりたい。 

市民連携推進課 
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○施策の基本方向Ⅱ 男女がともに活躍できる環境づくり 

 

●質 問 

№ 回 答 担当課 

11 

【Ｐ８】 （1）様々な場での男女共同参画の促進／注目指標 

・この注目指標の設定については、国の第３次基本計画の中で、現状値（H21年 

6.5%）と成果目標（平成27年 10%程度）との増加率を元に、20％と設定したも

のである。なお、H23、H24年度は、事業所意識調査を実施していないので、現

時点での数値は把握していない。 

・参考までに、厚生労働省H23年度雇用均等基本調査では、民間企業の課長級以上

の女性割合は6.8%（岩手、宮城、福島県を除く）となっている。 

市民連携推進課 

12 

【Ｐ９】 №18 附属機関等の委員の男女構成比率に偏りがない登用 

●男女構成比率で、少ない方の割合30％以上を達成している附属機関等の割合 

42.4%（H24年4月1現在） 

行政改革推進課 

13 

【Ｐ９】 №18 附属機関等の委員の男女構成比率に偏りがない登用 

●女性委員が委嘱されていない附属機関等 

 ・10機関（H24年4月1現在） 

・国民保護協議会、水防協議会、駅西土地区画整理評価員、文化財審議委員、

はちのへ水産復興会議、史跡根城跡保存管理計画検討会議 など 

●その理由 

 ・委員選任にあたり、当該分野の専門知識や資格・経験を持った有識者、法令

に基づき指定された職、各種団体や業界の代表者に女性が少ないことによる。 

行政改革推進課 

14 

【Ｐ９】 №19 附属機関等の委員の公募の充実 

●公募委員がいない附属機関等（公募を行っていないもの） 

・31機関（H24年4月1現在） 

・防災会議、情報公開・個人情報保護審査会、虐待等防止対策会議、民生委員

推薦会、障害程度区分判定審査会、住居表示審議会、公害健康被害者認定審

査会、開発審査会、学齢児童生徒就学指導委員会など 

●公募委員がいない附属機関等（応募無し、あるいは採用者無しのもの） 

・2機関（H24年4月1現在） 

・総合計画推進市民委員会、勤労青少年ﾎｰﾑ運営審議会  

●公募委員に占める女性委員の割合 

・56.1%（H24年4月1日現在） 

行政改革推進課 

15 

【Ｐ12】 №31 家族経営協定の締結促進 

・農業委員会の農政部会において、家族経営協定の研修会を開催し、各地区の農

業委員が協定締結対象者の掘り起こしを行っている。（今年度は8月部会におい

て実施）また、12月に農業委員会で市内を12地区に分け、各地区ごとに農業者

を対象とした農家座談会を開催し、周知を図っている。 

・なお、締結に際しての詳細な指導は三八地域県民局の農業普及振興室の担当者

と連携を取りながら行っている。 

 

農政課 

16 

【Ｐ12】 №31 家族経営協定の締結促進 

・24年度現時点では締結の実績はないが、農業委員会では、三八地域県民局農業

普及振興室などの関係機関と連携を取りながら、家族経営協定の締結の周知を

行っているが、農業者の減少や、高齢化などの要因等により締結者数も伸び悩

んでいる。今年度も1組の家族が協定の動きがあったが、条件が合わない等によ

り現在保留状態となっている。今後は、協定締結のメリット（農業者年金の保

険料の国庫補助、無利子で農業改良資金の借り受けなど）について、周知して

いく。 

農政課 
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17 

【Ｐ12】 №31 家族経営協定の締結促進 

※15番、16番の回答のとおり 

・24年度現時点での締結の実績がない理由として、農業者の減少や、高齢化、後

継者不足、景気の低迷や、締結のメリット（農業資金無利子貸付等）について、

現時点で必要とする農家が出てこないことなどが考えられる。 

・農業委員会では、農政部会において、家族経営協定の研修会を開催し、各地区

の農業委員を中心に協定締結対象者の掘り起こしに取り組んでいる。（今年度

は8月部会において実施）また、12月に農業委員会で市内を12地区に分け、各地

区ごとに農業者を対象とした農家座談会を開催し、周知を図っている。 

・また、締結に際しての詳細な指導は三八地域県民局の農業普及振興室の担当者

と連携を取りながら行っている。 

 

農政課 

18 

【Ｐ13】 №32  認定農業者共同申請の促進 

・12月に農業委員会が開催している農家座談会等、多数の農家が集まる機会をと

らえ、制度の周知を行っているが、農業者の減少や高齢化などの要因で、新た

な認定農業者の数が減少傾向にあり、それに伴い共同申請者数も伸び悩んでい

る。 

 

農業経営振興センタ

ー 

19 

【Ｐ12～13】 №27～30、33～34、36 

①制度周知のチラシ等につきましては、定期に送付されてくるものではないため、

国、県等からの依頼に合わせて周知しているところであるが、本年度は、現在

のところ依頼がないため、予定と表記させていただいている。 

②記載している内容以外の周知を実施した場合は、その内容を記載致する。 

 

雇用支援対策課 

20 

【Ｐ13】 №34 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定の 

促進 

・制度周知のチラシ等につきましては、定期に送付されてくるものではないため、

国、県等からの依頼に合わせて周知しているが、本年度は、現在のところ依頼

がないため、予定と表記している。 

 

雇用支援対策課 

21 

【Ｐ14】 №38 女性チャレンジ講座 

・講座は22年度はプレ事業として実施し、23年度から本格実施している。参加者

に占める女性就労者の割合は、22年度は参加者47人中43人、23年度は24人中23

人、24年度は40人中37人と9割以上となっている。 

 

市民連携推進課 

22 

【Ｐ14】 №39 八戸地域職業訓練センターでの研修講座開催 

 

・Word初級コース     ７名（男）  22名（女）   計29名 

・建築CAD基礎コース   ３名（男）  ４名（女）   計７名 

・商業簿記３級コース   ３名（男）  12名（女）   計15名 

・Excel初級コース     13名（男）  26名（女）    計39名 

・秘書検定３級コース   ０名（男）  ４名（女）   計４名 

・建築CAD３級コース    ３名（男）  ４名（女）    計７名 

・Word中級コース      ０名（男）  ２名（女）    計２名 

・Excel中級コース     １名（男）  ０名（女）   計１名 

 

 

 

雇用支援対策課 
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23 

【Ｐ14】 №39 八戸地域職業訓練センターでの研修講座開催 

 

・進捗状況調査シートの数値は、男女合計の人数で、詳細は、次のとおり。 

・表記方法については、分かり易い表記となるよう工夫して参りたいと考えてい

る。 

 

NO.39 八戸地域職業訓練センターでの研修講座開催 

・Word初級コース     ７名（男）  22名（女）   計29名 

・建築CAD基礎コース   ３名（男）  ４名（女）   計７名 

・商業簿記３級コース   ３名（男）  12名（女）   計15名 

・Excel初級コース     13名（男）  26名（女）    計39名 

・秘書検定３級コース   ０名（男）  ４名（女）   計４名 

・建築CAD３級コース    ３名（男）  ４名（女）    計７名 

・Word中級コース      ０名（男）  ２名（女）    計２名 

・Excel中級コース     １名（男）  ０名（女）   計１名 

 

No.40 若年者キャリアアップ事業 

 若年者キャリアアップ１日間セミナー (7/24) ２名（男）７名（女） 計９名 

 

NO.41 フロンティア八戸職業訓練助成金 

 ○新規高卒未就職者数 ０名（男）    ２名（女）   計２名 

  ・交付額      ０円（男） 195,990円（女）    計195,990円 

 ○若年未就職者数   ９名（男）    ３名（女）   計12名 

  ・交付額    532,345円（男）  146,286円（女）   計678,631円 

 

雇用支援対策課 

24 

【Ｐ14～16】 №39～№41、№43  

※23番の回答のとおり 

 

NO.39 八戸地域職業訓練センターでの研修講座開催(雇用支援対策課) 

・Word初級コース     ７名（男）  22名（女）   計29名 

・建築CAD基礎コース   ３名（男）  ４名（女）   計７名 

・商業簿記３級コース   ３名（男）  12名（女）   計15名 

・Excel初級コース     13名（男）  26名（女）    計39名 

・秘書検定３級コース   ０名（男）  ４名（女）   計４名 

・建築CAD３級コース    ３名（男）  ４名（女）    計７名 

・Word中級コース      ０名（男）  ２名（女）    計２名 

・Excel中級コース     １名（男）  ０名（女）   計１名 

       計    ３０名（男） ７４名（女）  １０４名 

 

No.40 若年者キャリアアップ事業(雇用支援対策課) 

 若年者キャリアアップ１日間セミナー(7/24) ２名（男）７名（女） 計９名 

 

NO.41 フロンティア八戸職業訓練助成金(雇用支援対策課) 

 ○新規高卒未就職者数 ０名（男）    ２名（女）   計２名 

  ・交付額      ０円（男） 195,990円（女）    計195,990円 

 ○若年未就職者数   ９名（男）    ３名（女）   計12名 

  ・交付額    532,345円（男）  146,286円（女）   計678,631円 

 

 

 

雇用支援対策課 

商工政策課 
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№43 アントレプレナー情報ステーション事業（商工政策課） 

○相談者数及び相談件数（H24は9月末現在） 

 新規相談者数 相談件数（延べ） 

 男 女 合計 男 女 合計 

H20 18 17 35 29 52 81 

H21 13 15 28 29 40 69 

H22 13 8 21 32 30 62 

H23 12 4 16 24 25 49 

H24 9 5 14 9 17 26 

合計 65 49 124 123 164 287 

【傾向】 

 女性の方が相談者数が少ないものの、一人当たりの相談回数が多い。 

 

 

 

○これまでの創業者（9名、うち女性4名：網掛け部分） 

no 
年

度 
事業所 名  称 業務内容 相談日 創業月 

1 20 八戸市 昭栄堂薬品 配置薬販売 H20.06～ H20.10 

2 20 八戸市 土地家屋調査士 土地家屋調査士 H20.10～ H20.12 

3 21 八戸市 エッグプラニング 広告デザイン H21.02～ H21.04 

4 21 八戸市 
食事の出来る総菜

屋「まんまや」 
飲食店（惣菜店） H21.02～ H21.04 

5 21 八戸市 ラーメン「八長」 飲食店 H20.09～ H21.06 

6 21 八戸市 
フットサルプラザ

・八戸 

全天候型屋内競技場

運営 
H20.07～ H21.12 

7 22 八戸市 マジュエル エステサロン H22.02～ H22.06 

8 23 八戸市 ポエジア 手工芸販売 H22.01～ H23.07 

9 23 八戸市 オーテ ジャム製造販売 H21.04～ H23.07 

【傾向】 

 女性起業者は生活に密着した業務内容で創業する傾向にある。 

 

 

25 

【Ｐ15】 №40 若年者キャリアアップ事業 

・10月５日開催のセミナーは、男性２名、女性13名、合計15名の参加者で実施し

ている。 

 

 

 

 

雇用支援対策課 
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26 

【Ｐ15】 

 №41 フロンティア八戸職業訓練助成金（雇用支援対策課） 

・フロンティア八戸職業訓練助成金は、八戸市独自の制度で、フロンティア八戸

職業訓練助成金交付要綱に基づき助成している。また、母子家庭自立支援教育

訓練給付金につきましては、国の「母子家庭自立支援給付金事業」に基づき実

施しているため、給付割合が異なっている。 

№42 母子家庭自立支援教育訓練給付金（こども家庭課） 

・給付の割合は、「母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金交付要領」に定める

補助金交付基準額（教育訓練経費の20％相当額）と同率である。 

 

 

雇用支援対策課 

こども家庭課 

27 

【Ｐ19】 №51 介護人派遣事業 

この事業は、青森県が㈶青森県母子寡婦福祉会に委託して実施しているものであ

る。市での業務は、申請者が事業の該当世帯かどうかを申請書へ証明するもので

あり、事業費は無い。 

（参考）該当世帯：児童扶養手当受給者または市民税非課税世帯 

こども家庭課 

 

●意 見 

 

 

№ 回 答 担当課 

28 

【Ｐ９】 №20 性別に捉われない職員の登用 

・課長級以上の女性職員の紹介（コメント）等の情報誌への掲載については、依

頼があれば、編集担当の方等と協議しながら検討してまいりたい。 

人事課 

29 

【Ｐ12】 №31 家族経営協定の締結促進 

・24年度現時点での締結の実績はないが、協定締結のメリット（農業資金無利子

貸付・農業者年金保険料の助成、等）について、必要とする農家が出てきた時

に、即対応できるような体制を維持していくことが必要と考える。 

・今後は、直接農家の営農指導や経営指導を行っている三八地域県民局農業普及

振興室など関係機関と事業の進め方等について協議し、協定締結に向けていき

たい。 

農政課 
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○施策の基本方向Ⅲ 安全・安心な社会づくり 

 

●質 問 

№ 回 答 担当課 

30 

【Ｐ22】 （1）安全な暮らしの環境整備／注目指標 

・この注目指標の数値は、市民意識調査(アンケート)に基づく数値であり、数値

がゼロになることは現実的に難しいかもしれないが、無くしていかなければな

らないものとして設定したもの。 

・なお、H23、H24年度は、市民意識調査を実施しておりませんので、現時点での

数値は把握していない。 

市民連携推進課 

31 

【Ｐ24】 №64 家庭（児童）女性等相談室 

・事業費の内容は、人件費、通信費、研修会等旅費などであり、会場費は含まれ

ない。また、相談員は3名で、専門の資格保持者はいないが、研修等により資質

向上に努めている。 

こども家庭課 

 

 

●意 見 

№ 回 答 担当課 

32 

【Ｐ24】 №65 一時避難等被害者支援 

・事業費が不足した場合は、補正予算で対応している。 

 

こども家庭課 

33 

【Ｐ24】 №65 一時避難等被害者支援 

・事業費は過去の実績を基に算出している。実績が少ないのは、他の制度を活用

して対応しているためである。 

こども家庭課 

34 

【Ｐ24】 №65 一時避難等被害者支援 

・この事業は、被害者との相談のなかで利用するか決定しているものである。後

は相談窓口の周知および様々な支援方法の周知をより一層強化していきたい。 

こども家庭課 

35 

【Ｐ25】 №67 ほっとスルメールの配信サービス 

・「ほっとスルメール」は、3万件以上の登録者へ、避難勧告や避難指示などの緊

急情報や気象、火災、防犯、交通安全、消費生活、ライフライン、危険動物等

に関する情報を配信している。 

・平成20年2月1日から開始した「ほっとスルメール」は、平成21年1月1日の大規

模断水や昨年の東日本大震災の際も、各種の情報を配信してきた。 

・24年度の予算である約900万円の内訳は、来年1月で終了するシステムのリース

料が約170万円、例年の経費である保守料が約220万円、さらに今年度のみの経

費であるシステム改修委託料が約490万円となっている。 

・今年度の改修により、気象庁の新たなデータ形式に対応し、より詳しい気象情

報を配信できるようになる。また、ＮＴＴドコモのエリアメールやau・ソフト

バンクの緊急速報メールと連動することにより、「ほっとスルメール」に加入

していない携帯電話（エリアメール・緊急速報メール対応機種）に対しても強

制的にメールを配信できるようになるので、緊急時には非常に効果がある改修

であると考えている。 

防災危機管理課 
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36 

【Ｐ28】 №75 両親学級 

・両親学級では、夫婦で協力し育児をする心の準備ができるよう、体験学習や講

義を通して育児や妊産婦の心身の特徴等に関する理解を深めてもらうとともに

、先輩パパからのメッセージや話し合いの時間も設け、妻に対してのサポート

の重要性や夫婦のコミュニケーションを図り、支えあうことが相互の心の安定

につながること等を伝えている。 

・また、講義の後には、安心して出産・育児を迎えられるよう、夫婦全員に個別

相談を行い不安の解消等に努めている。 

・なお、産後うつ等については、赤ちゃん訪問等でも対応している。 

ご意見を参考に、今後も男女共同参画の視点を生かした内容としていきたい。 

 

健康増進課 

37 
【Ｐ29】 №79 こころの電話相談 

・性別の相談人数は、男性5人、女性17人となっている。 
健康増進課 

 

 

○その他 

●記載方法等 

№ 内 容 担当課 

38 

【Ｐ21】 №58 地域包括支援センター事業 

ご意見に基づいて、事業内容等について分かり易い表記となるよう修正してま

いりたい。 

 

市民連携推進課 

39 

【Ｐ６】 №14 市民大学講座 

ご指摘のとおり、「新マニフェストに基づき」は削除したい。 

 

市民連携推進課 

 

 


